
活動制限指針【大学補足】
令和3年度 前学期の学生活動について 令和3年3月22日
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　授業実施

　LC、夢考房、スポーツ考
房、自己開発センター等の利
用

　専門ゼミ（３年次）の活動

　４年次・大学院（研究室活動）

　キャンパス内の施設利用

　課外活動
（クラブ、教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

　学生スタッフ

　教育補助員TA/SA

県
外
移
動

　県外から戻った際の健康観察

Ｂ区分：情報フロンティア学部、建築学部、バイオ・化学部対象科目の対面授業

任意の参加

4/1　新入生受付・学力診断
4/2　ｸﾗｽ別ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・健康診断

4/3　入学式
4/5-4/10　ICT基礎・ｸﾗｽ別ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ等

第5週目（5/20）まで対面授業を実施
第6週目以降はＡ区分、Ｂ区分の区分に従う
但し、PD入門はすべてを対面授業とする
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第1週目は、すべてを遠隔授業
第2週目以降は、Ａ区分・Ｂ区分の区分に従う

但し、3年次専門実験･演習科目は、第2週目以降すべて
の回で対面授業を実施する

17時以降の利用は各センター等の利用時間を確認
原則Ａ区分・Ｂ区分に従う

17時以降の利用は各センター等の利用時間を確認

平日は、19時まで、土曜は学生のみの活動は不可（教員が在室の場合に限り17時まで）
（日祝日は不可）

八束穂・扇が丘ともに活動可
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・平日は19時まで（教員在室時は21時まで）、土曜は学生のみの活動は不可（教員在室時は17時まで）、日祝は終日不可
・本委員会が指定する都道府県へ移動等した学生(通学を除く)は１週間のキャンパス立入を禁止する（遠隔は可）。

・平日は20時まで（教員在室時は21時まで）、土曜は
学生のみの活動は不可（教員在室時は17時まで可）、
日祝は終日不可
但し、本委員会が指定する都道府県へ移動等した学生
(通学を除く)は１週間のキャンパス立入を禁止する
（遠隔は可）。

授業実施期間と期間外で利用時間が異なるため事前にHPを参照

授業実施期間と期間外で利用時間が異なるため事前に
HPを参照
※令和３年度 前学期PDⅢ等の研究室による「池の平セ
ミナーハウス」利用は中止とする。なお、後学期の活
動実施の有無については、別途検討する。
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・事前に申請書（場所、人数、内容、時間等）が
提出され許可された場合、平日17時・土曜は13時
まで（日曜・祝日は活動不可）
・学外活動は、原則県内の活動のみを対象とす
る。但し、事前に協議のうえ許可されたものは除
く

（3/27～3/30まで）
課外教育活動団体紹介【詳細は別途定める】

・事前に申請書（場所、人数、内容、時間等）が
提出され許可された場合、平日17時・土曜は13時
まで（日曜・祝日は活動不可）
・学外活動は、原則県内の活動のみを対象とす
る。但し、事前に協議のうえ許可されたものは除
く

・事前に申請書（場所、人数、内容、時間等）が提出
され許可された場合、平日20時（指導者立ち会いのも
と事前申請が許可された場合21時まで可能）・土曜は
17時まで（日曜・祝日は原則、活動不可）
・学外活動は、原則県内の活動のみを対象とする。但
し、事前に協議のうえ許可されたものは除く

原則禁止・事前協議のうえ許可制で可 事前協議のうえ許可制で可

原則禁止・許可制で可
原則Ａ区分・Ｂ区分に従う

なお、実験演習科目については科目の区分に従う

本委員会が指定する都道府県へ移動等した学生(通学を除く)又は、指定する都道府県からの来訪者(友人・家族等)と接触した学生においては１週間のキャンパス立入を禁止するが、
授業・修学等、不利益にならないよう配慮する。但し、指定する都道府県からの来訪者との接触から1週間を経過し、健康が維持されている場合を除く。

Ａ区分：工学部対象科目の対面授業


